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(57)【要約】
【課題】　本発明は、磁気層へ個別情報を書き込む際、
或いは顔写真等の画像を形成する際には、１枚のカード
として処理することができ、その後２枚のカードに分離
して使用することができる分離できるカードに関する。
【解決手段】　２枚の磁気カードの磁気層が形成されて
いない面間、ないしは磁気カードの磁気層が形成されて
いない面とプラスチックカード面間を、易剥離性フィル
ムを介して分離可能に接着した構成の分離できるカード
である。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
片面に磁気層が形成された２枚の磁気カードが、磁気層が形成されていない面にて易剥離
性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなることを特徴とする分離できるカー
ド。
【請求項２】
片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が形
成されていない面にて易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなること
を特徴とする分離できるカード。
【請求項３】
前記磁気カードの磁気層が形成された面に個別情報が形成されていることを特徴とする請
求項１または２記載の分離できるカード。
【請求項４】
前記２枚のカードのいずれか一方の角部に切欠が形成されている構成からなることを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の分離できるカード。
【請求項５】
接着された２枚のカードの全体の厚さが０．６８～０．８４ｍｍとされていることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の分離できるカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気層へ個別情報を書き込む際、及び顔写真等の画像を形成する際には、１
枚のカードとして処理することができ、その後２枚のカードに分離して使用することがで
きる分離できるカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、分離できるカードとしては、接着面に再接着可能なタック糊層を設けたカードゲ
ームシールと宛先シールをそれぞれプレミアムカードと案内カードに剥離可能に接着し、
更に前記シールを接着していない前記カードの対向面に圧着用透明フィルムがそれぞれ貼
着されており、前記フィルム同志が熱圧着により疑似接着され再接着不能とした構成の多
層型情報カード（例えば、特許文献１参照）、ないしは、一方の面にはカードの名称また
はカードの名称を表すロゴが印刷され、他方の面にはスキャナーにより読み取ることので
きるバーコードが印刷され、折り曲げることにより分離可能に一体的に連結された親カー
ドおよび１又は複数の子カードと、親カードおよび子カードの双方に設けられた会員本人
を表す同一のバーコードおよび同一の認識番号と、親カードに剥離可能に貼り付けられ、
同一のバーコードと同一の認識番号が印刷されたシールからなる会員カード（例えば、特
許文献２参照）が知られている。
【０００３】
　しかしながら、前者の多層型情報カードでは、疑似接着され再接着不能とされた２枚の
カードは、カードゲームシールが貼着されたプレミアムカードと、宛先シールが貼着され
た案内カードからなるものであって、疑似接着され再接着不能とされたカードがいずれも
磁気層を備えたものではなく個人情報を記録して会員カード等として利用することができ
ないという問題がある。また、後者の会員カードでは、折り曲げることにより分離可能に
一体的に連結された親カードおよび１又は複数の子カードからなるカードであるため、汎
用のカード発行機を使用して発行することができないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録公報第２５８６９０８号
【特許文献２】登録実用新案公報第３０７３８６０号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、２枚の磁気カード、又は磁気カードとプラスチックカードが分離可能
に接着された構成の分離できるカードを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　片面に磁気層が形成された２枚の磁気カードが、磁気層が形成されていない面にて易剥
離性フィルムを介して分離可能に接着された構成の分離できるカードである。
【０００７】
　片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が
形成されていない面にて易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成の分離でき
るカードである。
【０００８】
　前記磁気カードの磁気層が形成された面に個別情報が形成されている構成である。
【０００９】
　前記２枚のカードのいずれか一方の角部に切欠が形成されている構成である。
【００１０】
　接着された２枚のカードの全体の厚さが０．６８～０．８４ｍｍとされている構成であ
る。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１にかかる発明では、磁気層へ個別情報を書き込む際、及び顔写真等の画像を形
成する際には、１枚のカードとして処理することができるので、同一のデータが記録され
た２枚のカードをセットで発行するのがきわめて容易となるので、同一データが記録され
た２枚のカードを別々に発行して後で２枚のカードをマッチングさせる方法と比較して磁
気カードの発行効率を向上させることができる。また、発行した２枚の磁気カードをマッ
チングさせる必要がなくなるので、マッチングミスの発生を防止できる。
【００１２】
　請求項２にかかる発明では、磁気カードの発行時に磁気カードにプラスチックカードを
ベタ付けすることができ、使用時に磁気カードとプラスチックカードに分離できるので、
プラスチックカードをキャンペーンカード、プレミアムカード、抽選カード等とすること
により、顧客へのサービスをアップすることが可能となる。
【００１３】
　請求項３にかかる発明では、磁気カードに本人の写真等の画像層を形成することよりＩ
Ｄカードとして使用するのに適した磁気カードとすることができる。
【００１４】
　請求項４にかかる発明では、切欠をきっかけにして２枚のカードを剥離させて分離する
のが容易となる。
【００１５】
　請求項５にかかる発明では、２枚の磁気カード又は磁気カードとプラスチックカードが
接着された分離できるカードを汎用のカード発行機を使用して発行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態を示す平面図。
【図２】図１のＩ－Ｉ線断面図。
【図３】本発明の第２実施形態を示す平面図。
【図４】図３のII－II線断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の第１実施形態を示す平面図、図２は図１のＩ－Ｉ線断面図、図３は本発
明の第２実施形態を示す平面図、図４は図３のII－II線断面図であり、１，２，３は磁気
カード、４はプラスチックカード、５は易剥離性フィルム、６，６’は切欠、１１，１３
，２１，２３，３１，３３はオーバーシート層、１２，２２，３２はコアー層、１４，２
４，３４は磁気層、１５，２５，３５は画像層、１６はバーコード、４１は印刷層をそれ
ぞれ表す。
【００１８】
　本発明の分離できるカードの第１実施形態は図１、図２に示すとおりである。コアー層
１２の両面にオーバーシート層１１，１３が積層されオーバーシート層１１面に磁気層１
４と画像層１５とバーコード１６が形成された磁気カード１と、コアー層２２の両面にオ
ーバーシート層２１，２３が積層されオーバーシート層２１面に磁気層２４と画像層２５
が形成された磁気カード２とが、磁気カード１のオーバーシート層１３面と磁気カード２
のオーバーシート層２３面間が剥離性フィルム５を介して分離可能に接着され、磁気カー
ド１の角部の近傍にＶ字状の切欠６が形成された構成である。磁気カード１，２のオーバ
ーシート層１１，１３，２１，２３には必要により任意の絵柄層を形成してもよい。易剥
離性フィルム５は、外面が磁気カード１のオーバーシート層１３及び磁気カード２のオー
バーシート層２３に完全に接着するとともに層間にて簡単に剥離する構成となっているの
で、Ｖ字状の切欠６の箇所を軽く曲げることにより易剥離性フィルム５を層間剥離させこ
とができるので、接着された２枚の磁気カード１，２は簡単に分離することができる。
【００１９】
　第１実施形態の分離できるカードは、カード発行機に通すことにより、２枚の磁気カー
ドにそれぞれ個別情報を記録することができ、また、画像形成装置に通すことにより、接
着された２枚の磁気カードに顔写真等の画像を形成することができるので、個別情報が記
録されるとともに画像が形成された２枚の磁気カードを１枚のカードとして発行すること
ができる。発行された２枚が接着された磁気カードを剥離させて分離することより、それ
ぞれ個別情報及び画像が記録された２枚の磁気カードが得られる。得られた２枚の磁気カ
ードの用途としては、ホテル等のカードキー、会員カードとして利用できる。ホテル等の
カードキーとして使用する場合は、１枚をカードキーとして宿泊客に渡し、他の一枚をホ
テル側がスペアカードキーとして保管する方法で利用でき、会員カードとして使用する場
合は、１枚を本人用とし、他の一枚を家族用として利用できる。
【００２０】
　本発明の分離できるカードの第２実施形態は、図３、図４に示すとおりである。コアー
層３２の両面にオーバーシート層３１，３３が積層されオーバーシート層３１面に磁気層
３４と画像層３５が形成された磁気カード３のオーバーシート層３３面に、プラスチック
カード４が剥離性フィルム５を介して分離可能に接着され、プラスチックカード４の表面
にはキャンペーン情報やプラスチックカード４の利用方法を表示した印刷層４１が形成さ
れ、プラスチックカード４の角部に切欠６’が形成されている構成である。第２実施形態
においても、切欠６’の箇所を軽く曲げることにより、易剥離性フィルム５を層間で剥離
させて磁気カード３とプラスチックカード４を簡単に分離することができる。
【００２１】
　第２実施形態の分離できるカードは、カード発行機を通し、個別情報を記録して磁気カ
ード３を発行する際に、磁気カード３にプラスチックカード４が分離可能に接着されてい
るので、磁気カード３にプラスチックカード４をベタ付けすることが可能となり、磁気カ
ード３を発行した顧客にもれなくプラスチックカード４を提供することができる。発行さ
れた磁気カード３から分離したプラスチックカード４は、宣伝広告用カード、キャンペー
ン用カード、当たり外れを印刷したくじカード、クーポン券用カード等として顧客へのサ
ービスカードとして利用することができる。また、プラスチックカード４に初回のみのパ
スワードであるワンタイムパスワードを印字しておき、通常利用は磁気カード３を利用す
る用途にも使用できる。
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【００２２】
　磁気カードを構成する、コアー層１２，２２，３２の厚を０．２７～０．２９ｍｍとし
、オーバーシート層１１，１３，２１，２３の厚さを０．０５ｍｍ前後とし、オーバーシ
ート層３１，３３の厚さを０．１０ｍｍ前後とし、プラスチックカードの厚さを０．２７
～０．２９ｍｍとするのが好ましい。上記の厚さとすることにより、接着された分離でき
るカードの全体の厚さを０．６８～０．８４ｍｍとすることができるので、汎用のカード
発行機及び画像形成装置を使用して磁気カードに個別情報を記録するとともに顔写真等の
画像を形成することができる。
【００２３】
　易剥離性フィルムとしては、２枚の磁気カードの磁気層が形成されていない面間、ない
しは磁気カードの磁気層が形成されていない面とプラスチックカード間に、易剥離性フィ
ルムを挿入して熱圧着することにより、磁気カードのオーバーシート層ないしはプラスチ
ックカードと易剥離性フィルムが接着し、易剥離性フィルムが層間で剥離して接着された
２枚のカードを分離できる構成のものが使用できる。上記の易剥離性フィルムとしては、
例えば、特開２０００－２６３７１６号公報に記載されているような、共重合ポリエステ
ル等の樹脂からなる第１ポリマー層と、第１ポリマー層と非相溶なエチレン共重合ポリプ
ロピレン等の樹脂からなる第２ポリマー層からなり、第１ポリマー層と第２ポリマー層と
第１ポリマー層とが順に積層された３層構成からなり、２層間の接着力が０．１～２０ｇ
／ｃｍの範囲にあり、第１ポリマー層の厚さが１～５μｍであり、かつ第２ポリマー層の
厚さが６～５０μｍである構成の易剥離性フィルム等が使用できる。
【００２４】
　本発明の実施形態においては、層間で剥離する易剥離性フィルムを２枚のカードの磁気
層が形成されていない面間に挿入して２枚のカードを熱圧着することにより分離可能に接
着する構成としたが、２枚のカードの磁気層が形成されていない面間に厚さが１２～５０
μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを挿入して１１０～１２０℃で２分
間程度熱圧着することにより、２枚のカードを分離可能に接着することができる。この場
合は、カードを分離した際に、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムをカードか
ら剥離させて除去することになる。２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムをどち
らかのカードに接着させて残したい場合は、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィル
ムの一方の面に接着層を設けるようにすればよく、その場合は、切欠が形成されたカード
面で剥離させるようにする。
【００２５】
　磁気カードを構成するコアー層、オーバーシート層として使用できる樹脂は、剛性があ
り強度的に優れた熱可塑性樹脂であれば特に限定されないが、ポリ塩化ビニル、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ＰＥＴ－Ｇ等の共重合ポリエステル
樹脂、ＡＢＳ樹脂等が使用できる。プラスチックカードを構成する樹脂としては、ポリ塩
化ビニル、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＰＥＴ－Ｇ等の共重合ポリエステル樹脂、Ａ
ＢＳ樹脂等が使用できる。
【００２６】
　第１実施形態の分離できるカードの製造方法は、表面の所定位置に磁気ストライプが積
層されたオーバーシート層とコアー層とオーバーシート層とを積層して磁気シート用基材
を作製する。作製された２枚の磁気シート用基材の一方に、打ち抜かれて磁気カードとさ
れた際に角部となる位置に所定形状の切欠を設けた後に、他方の磁気シート用基材と、磁
気シート用基材の磁気ストライプが積層されていない面同志が対向するように、２枚の磁
気シート用基材の見当を合わせて重ね合わせ、２枚の磁気シート用基材間に易剥離性フィ
ルムを挟んで熱プレスして積層して２枚の磁気カード基材を接着して積層する。次いで、
所定位置にてカード形状に打ち抜くことにより２枚の磁気カードからなる分離できるカー
ドを作製することができる。第２実施形態の分離できるカードの製造方法は、磁気ストラ
イプが積層された磁気シート用基材の磁気ストライプが形成されていない面に、所定の印
刷が施されるとともに所定位置に切欠が形成されたプラスチックシートを見当を合わせて
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レスして接着した後に、所定位置にてカード形状に打ち抜くことにより、磁気カードとプ
ラスチックカードからなる分離できるカードを作製することができる。
【００２７】
　カードを分離し易くするための切欠の代わりに、オーバーシート層の外面のカードが作
製された際に角部となる領域にシリコーンを含むインキを使用して非接着層を予めパター
ン状に印刷しておくこともできる。また、カードを作製した後に、カードの角部となる領
域に０．４０～０．４８ｍｍの高さのエンボス加工を施してもよく、エンボスはカードの
発行と同時に行うことができる。
【符号の説明】
【００２８】
　　　１，２，３　　　　　　　　　　　　　　磁気カード
　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラスチックカード
　　　５　　　　　　　　　　　　　　　　　　易剥離性フィルム
　　　６，６’　　　　　　　　　　　　　　　切欠
　　　１１，１３，２１，２３，３１，３３　　オーバーシート層
　　　１２，２２，３２　　　　　　　　　　　コアー層
　　　１４，２４，３４　　　　　　　　　　　磁気層
　　　１５，２５，３５　　　　　　　　　　　画像層
　　　１６　　　　　　　　　　　　　　　　　バーコード
　　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　印刷層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月23日(2009.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が形
成されていない面にて易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなること
を特徴とする分離できるカード。
【請求項２】
片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が形
成されていない面にて層間で剥離する易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構
成からなる分離できるカードであって、前記易剥離性フィルムは、その一方の表面が磁気
カードの磁気層が形成されていない面と熱圧着により接着しており、その他方の面がプラ
スチックカードの表面と熱圧着により接着しており、さらに層間で剥離することにより接
着された磁気カードとプラスチックカードを分離できる構成であることを特徴とする分離
できるカード。
【請求項３】
片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が形
成されていない面にて単層の２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムである易剥離
性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなる分離できるカードであって、前記
易剥離性フィルムは、その一方の表面が磁気カードの磁気層が形成されていない面と熱圧
着により接着しており、その他方の面がプラスチックカードの表面と熱圧着により接着し
ており、前記磁気カードとプラスチックカードのいずれか一方に切欠が形成されているこ
とを特徴とする分離できるカード。
【請求項４】
片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が形
成されていない面にて単層の２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムである易剥離
性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなる分離できるカードであって、前記
易剥離性フィルムは、その一方の表面が接着層を介して磁気カードの磁気層が形成されて
いない面と接着しており、その他方の面がプラスチックカードの表面と分離可能に接着し
ており、前記プラスチックカードには切欠が形成されていることを特徴とする分離できる
カード。
【請求項５】
磁気カードとプラスチックカードからなる分離できるカードの製造方法であって、磁気層
が積層された磁気シート用基材の磁気層が形成されていない面に、所定の印刷が施される
とともに所定位置に切欠が形成されたプラスチックシートを見当を合わせて重ね合わせ、
磁気シート用基材とプラスチックシート間に易剥離性フィルムを挟んで熱プレスして接着
した後に、所定位置にてカード形状に打ち抜くことを特徴とする分離できるカードの製造
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、磁気層へ個別情報を書き込む際、及び顔写真等の画像を形成する際には、１
枚のカードとして処理することができ、その後２枚のカードに分離して使用することがで
きる分離できるカード及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、分離できるカードとしては、接着面に再接着可能なタック糊層を設けたカードゲ
ームシールと宛先シールをそれぞれプレミアムカードと案内カードに剥離可能に接着し、
更に前記シールを接着していない前記カードの対向面に圧着用透明フィルムがそれぞれ貼
着されており、前記フィルム同志が熱圧着により疑似接着され再接着不能とした構成の多
層型情報カード（例えば、特許文献１参照）、ないしは、一方の面にはカードの名称また
はカードの名称を表すロゴが印刷され、他方の面にはスキャナーにより読み取ることので
きるバーコードが印刷され、折り曲げることにより分離可能に一体的に連結された親カー
ドおよび１又は複数の子カードと、親カードおよび子カードの双方に設けられた会員本人
を表す同一のバーコードおよび同一の認識番号と、親カードに剥離可能に貼り付けられ、
同一のバーコードと同一の認識番号が印刷されたシールからなる会員カード（例えば、特
許文献２参照）が知られている。
【０００３】
　しかしながら、前者の多層型情報カードでは、疑似接着され再接着不能とされた２枚の
カードは、カードゲームシールが貼着されたプレミアムカードと、宛先シールが貼着され
た案内カードからなるものであって、疑似接着され再接着不能とされたカードがいずれも
磁気層を備えたものではなく個人情報を記録して会員カード等として利用することができ
ないという問題がある。また、後者の会員カードでは、折り曲げることにより分離可能に
一体的に連結された親カードおよび１又は複数の子カードからなるカードであるため、汎
用のカード発行機を使用して発行することができないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録公報第２５８６９０８号
【特許文献２】登録実用新案公報第３０７３８６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、２枚の磁気カード、又は磁気カードとプラスチックカードが分離可能
に接着された構成の分離できるカード及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が
形成されていない面にて易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成の分離でき
るカードである。
【０００７】
　片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁気層が
形成されていない面にて層間で剥離する易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された
構成からなる分離できるカードであって、前記易剥離性フィルムは、その一方の表面が磁
気カードの磁気層が形成されていない面と熱圧着により接着しており、その他方の面がプ
ラスチックカードの表面と熱圧着により接着しており、さらに層間で剥離することにより
接着された磁気カードとプラスチックカードを分離できる構成である。
【０００８】
　また、片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁
気層が形成されていない面にて単層の２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムであ
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る易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなる分離できるカードであっ
て、前記易剥離性フィルムは、その一方の表面が磁気カードの磁気層が形成されていない
面と熱圧着により接着しており、その他方の面がプラスチックカードの表面と熱圧着によ
り接着しており、前記磁気カードとプラスチックカードのいずれか一方に切欠が形成され
ている構成である。
【０００９】
　また、片面に磁気層が形成された磁気カードとプラスチックカードが、磁気カードの磁
気層が形成されていない面にて単層の２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムであ
る易剥離性フィルムを介して分離可能に接着された構成からなる分離できるカードであっ
て、前記易剥離性フィルムは、その一方の表面が接着層を介して磁気カードの磁気層が形
成されていない面と接着しており、その他方の面がプラスチックカードの表面と分離可能
に接着しており、前記プラスチックカードには切欠が形成されている構成である。
【００１０】
　また、磁気カードとプラスチックカードからなる分離できるカードの製造方法であって
、磁気層が積層された磁気シート用基材の磁気層が形成されていない面に、所定の印刷が
施されるとともに所定位置に切欠が形成されたプラスチックシートを見当を合わせて重ね
合わせ、磁気シート用基材とプラスチックシート間に易剥離性フィルムを挟んで熱プレス
して接着した後に、所定位置にてカード形状に打ち抜くことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１～４にかかる発明では、磁気カードの発行時に磁気カードにプラスチックカー
ドをベタ付けすることができ、使用時に磁気カードとプラスチックカードに分離できるの
で、プラスチックカードをキャンペーンカード、プレミアムカード、抽選カード等とする
ことにより、顧客へのサービスをアップすることが可能となる。
【００１２】
　請求項３～４にかかる発明では、切欠をきっかけにして２枚のカードを剥離させて分離
するのが容易となる。
【００１３】
　請求項１～４にかかる発明では、磁気カードとプラスチックカードが接着された分離で
きるカードを汎用のカード発行機を使用して発行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態を示す平面図。
【図２】図１のII－II線断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の一実施形態を示す平面図、図２は図１のII－II線断面図であり、３は磁
気カード、４はプラスチックカード、５は易剥離性フィルム、６’は切欠、３１，３３は
オーバーシート層、３２はコアー層、３４は磁気層、３５は画像層、４１は印刷層をそれ
ぞれ表す。
【００１６】
　本発明の分離できるカードの一実施形態は、図１、図２に示すとおりである。コアー層
３２の両面にオーバーシート層３１，３３が積層されオーバーシート層３１面に磁気層３
４と画像層３５が形成された磁気カード３のオーバーシート層３３面に、プラスチックカ
ード４が剥離性フィルム５を介して分離可能に接着され、プラスチックカード４の表面に
はキャンペーン情報やプラスチックカード４の利用方法を表示した印刷層４１が形成され
、プラスチックカード４の角部に切欠６’が形成されている構成である。一実施形態にお
いても、切欠６’の箇所を軽く曲げることにより、易剥離性フィルム５を層間で剥離させ
て磁気カード３とプラスチックカード４を簡単に分離することができる。
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【００１７】
　一実施形態の分離できるカードは、カード発行機を通し、個別情報を記録して磁気カー
ド３を発行する際に、磁気カード３にプラスチックカード４が分離可能に接着されている
ので、磁気カード３にプラスチックカード４をベタ付けすることが可能となり、磁気カー
ド３を発行した顧客にもれなくプラスチックカード４を提供することができる。発行され
た磁気カード３から分離したプラスチックカード４は、宣伝広告用カード、キャンペーン
用カード、当たり外れを印刷したくじカード、クーポン券用カード等として顧客へのサー
ビスカードとして利用することができる。また、プラスチックカード４に初回のみのパス
ワードであるワンタイムパスワードを印字しておき、通常利用は磁気カード３を利用する
用途にも使用できる。
【００１８】
　磁気カードを構成する、コアー層３２の厚を０．２７～０．２９ｍｍとし、オーバーシ
ート層３１，３３の厚さを０．１０ｍｍ前後とし、プラスチックカードの厚さを０．２７
～０．２９ｍｍとするのが好ましい。上記の厚さとすることにより、接着された分離でき
るカードの全体の厚さを０．６８～０．８４ｍｍとすることができるので、汎用のカード
発行機及び画像形成装置を使用して磁気カードに個別情報を記録するとともに顔写真等の
画像を形成することができる。
【００１９】
　易剥離性フィルムとしては、２枚の磁気カードの磁気層が形成されていない面間、ない
しは磁気カードの磁気層が形成されていない面とプラスチックカード間に、易剥離性フィ
ルムを挿入して熱圧着することにより、磁気カードのオーバーシート層ないしはプラスチ
ックカードと易剥離性フィルムが接着し、易剥離性フィルムが層間で剥離して接着された
２枚のカードを分離できる構成のものが使用できる。上記の易剥離性フィルムとしては、
例えば、特開２０００－２６３７１６号公報に記載されているような、共重合ポリエステ
ル等の樹脂からなる第１ポリマー層と、第１ポリマー層と非相溶なエチレン共重合ポリプ
ロピレン等の樹脂からなる第２ポリマー層からなり、第１ポリマー層と第２ポリマー層と
第１ポリマー層とが順に積層された３層構成からなり、２層間の接着力が０．１～２０ｇ
／ｃｍの範囲にあり、第１ポリマー層の厚さが１～５μｍであり、かつ第２ポリマー層の
厚さが６～５０μｍである構成の易剥離性フィルム等が使用できる。
【００２０】
　本発明の実施形態においては、層間で剥離する易剥離性フィルムを２枚のカードの磁気
層が形成されていない面間に挿入して２枚のカードを熱圧着することにより分離可能に接
着する構成としたが、２枚のカードの磁気層が形成されていない面間に厚さが１２～５０
μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを挿入して１１０～１２０℃で２分
間程度熱圧着することにより、２枚のカードを分離可能に接着することができる。この場
合は、カードを分離した際に、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムをカードか
ら剥離させて除去することになる。２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムをどち
らかのカードに接着させて残したい場合は、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィル
ムの一方の面に接着層を設けるようにすればよく、その場合は、切欠が形成されたカード
面で剥離させるようにする。
【００２１】
　磁気カードを構成するコアー層、オーバーシート層として使用できる樹脂は、剛性があ
り強度的に優れた熱可塑性樹脂であれば特に限定されないが、ポリ塩化ビニル、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ＰＥＴ－Ｇ等の共重合ポリエステル
樹脂、ＡＢＳ樹脂等が使用できる。プラスチックカードを構成する樹脂としては、ポリ塩
化ビニル、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＰＥＴ－Ｇ等の共重合ポリエステル樹脂、Ａ
ＢＳ樹脂等が使用できる。
【００２２】
　一実施形態の分離できるカードの製造方法は、磁気ストライプが積層された磁気シート
用基材の磁気ストライプが形成されていない面に、所定の印刷が施されるとともに所定位
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置に切欠が形成されたプラスチックシートを見当を合わせて重ね合わせ、磁気シート用基
材とプラスチックシート間に易剥離性フィルムを挟んで熱プレスして接着した後に、所定
位置にてカード形状に打ち抜くことにより、磁気カードとプラスチックカードからなる分
離できるカードを作製することができる。
【００２３】
　カードを分離し易くするための切欠の代わりに、オーバーシート層の外面のカードが作
製された際に角部となる領域にシリコーンを含むインキを使用して非接着層を予めパター
ン状に印刷しておくこともできる。また、カードを作製した後に、カードの角部となる領
域に０．４０～０．４８ｍｍの高さのエンボス加工を施してもよく、エンボスはカードの
発行と同時に行うことができる。
【符号の説明】
【００２４】
　　　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁気カード
　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラスチックカード
　　　５　　　　　　　　　　　　　　　　　　易剥離性フィルム
　　　６’　　　　　　　　　　　　　　　　　切欠
　　　３１，３３　　　　　　　　　　　　　　オーバーシート層
　　　３２　　　　　　　　　　　　　　　　　コアー層
　　　３４　　　　　　　　　　　　　　　　　磁気層
　　　３５　　　　　　　　　　　　　　　　　画像層
　　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　印刷層
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【図２】
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